
糖尿病連携パスについて 
 

島田市立総合医療センター 糖尿病・内分泌内科では、各診療所の

医師と連携して患者さんの治療にあたる取り組み（地域医療連携）を

しております。日々の診療は患者さんのお体をよく知っている「かかり

つけ医」が行ない、当センターの専門医は定期的に診療にあたりま

す。 

 

【連携パスのルール】 

◎半年に 1 回もしくは年に 1 回は島田市立総合医療センター 糖尿

病・内分泌内科 専門医の診察を受けていただきます。 

なお、HbA1c の値が急激に上昇するなどの変化がある場合は、島田

市立総合医療センターで診察を受けていただきます。 

その場合、まずはかかりつけ医と相談し、かかりつけ医経由で島田市

立総合医療センターの診察を受けることができます。 

◎どちらの病院を受診する時も、必ず糖尿病連携手帳を持参してくだ

さい。 

 

 

☆開始時の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID             氏名                         

 

診療所（                   ） 

    月   日頃に上記診療所を受診してください。 
 

 

次回： 島田市立総合医療センター 

糖尿病・内分泌内科の受診は 

令和   年  月   です。 

 
島田市立総合医療センターの受診予約の変更や不明な点に 

ついては、糖尿病・内分泌内科外来までご連絡下さい。 

     平日 15：00～17：00  TEL 0547-35-2111(代表) 
 

☆半年後または 1年後の受診予約 
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